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２．最新データから見る雇用管理の動向 

公益財団法人介護労働安定センターが、令和 4年度介護労働実態調査を行い、令和５年 8月

21日にリリースされた調査結果内容を基に、雇用管理、ICT活用の最新動向を見ていくこととしたい。 

 

1． 訪問介護員・介護職員の採用率と離職率 

訪問介護員及び介護職員（介護保険の訪問介護以外の指定介護事業所で働き、直接介護を

行うもの）の採用率・離職率は、P4 の表１にある通り、２職種合計での採用率は 16.2％（前年

度 15.2％）、離職率は 14.4％（同 14.3％）となっている。 

離職率は前年とほぼ同じ水準である。 

訪問介護員と介護職員の２職種合計の採用率・離職率の経年推移は、P4 の図１に示す通り、

両職種とも多少の増減がありながらも、全体としては減少傾向である。 

中長期的には、離職率の減少幅よりも採用率の減少幅が大きくなっており、採用率と離職率の値が

近づく傾向が見られる。 

 

2.   人材の過不足の状況 

介護事業所における人材の「不足感」（①「大いに不足」＋②「不足」＋③「やや不足」の合計割合

は、P5 の図２の通り、全体で 66.3％である。 

「不足感」を持つ 7 つの職種別で見ると、「訪問介護員」が 83.5％でもっとも多く、次いで、「介護職

員」の 69.3％になっている。 

 

3.   65歳以上の雇用の状況 

65歳以上の労働者が「いる」と回答した事業所は、P5の図 3 の通り、69.1％であり、「いない」は

29.4％となっている。 

職種毎の 65歳以上労働者の比率は、P6 の図 4 の通り、訪問介護員が 26.3％ともっとも多く、

続いて看護職員の 14.2％、介護支援専門員の 12.3％となっている。 

 

4. 雇用管理責任者の選任状況 

雇用管理責任者の選任状況は、P6 の図 5 に示すとおり、「選任している」事業所が 29.2％（前

年度 24.2％）、「選任していない」が 67.8％（同 73.4％）となっている。 

法人格別に見ると、社会福祉法人は「選任している」が 37.7％（同 34.8％）で他の法人格に比

べて多くなっている。 

 

5. ICTの活用状況 

ICTの活用状況は、P7 の表 2の通りである。 

「パソコンで利用者情報（ケアプラン、介護記録等）を共有している」が 55.9％（前年度

52.8％）、「記録から介護保険請求システムまで一括している」が 45.6％（同 42.8％） 
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「タブレット端末等で利用者情報（ケアプラン、介護記録等）を共有している」が 32.5％（同

28.6％）となっている。 

介護保険サービス系型別で見ると、「施設系（入所型）」と「居宅介護支援」で「パソコンで利用者

情報（ケアプラン、介護記録等）を共有している」と「記録から介護保険請求システムまで一括して

いる」が進んでいる。 

 

6. 労働条件、仕事の悩み 

労働者の労働条件、仕事の悩み等については、P7 の表３の通り、「人手が足りない」が 52.1％

（前年度 52.3％）でもっとも多くなっている。次いで、「仕事内容の割に賃金が低い」が 41.4％

（同 38.3％）で、労働者の労働条件に関する悩みは、「賃金が低い」ことよりも「人手が足りない」

ことが 10ポイント以上、上回っている。 

一方、「人手が足りない」「身体的負担が大きい（腰痛や体力に不安がある）」は前年よりもわずか

に減っている。 

 

 

 

 

 

［表 1］1年間の職種別・就業形態別の採用率・離職率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「差」は、採用率と離職率の差を表し、1年間の増減率に相当。 
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［図 1］2種類（訪問介護員、介護職員：有期・無期の計）の採用率・離職率の推移 
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［図 2］従業員の職種別過不足状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）四捨五入の関係で合計値が 100 にならないものがある。 

 
［図 3］65歳以上の労働者の在籍状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）四捨五入の関係で合計値は 100 にならない。 
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［図 4］ 職種別従業員数に占める 65歳以上労働者の比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 5］雇用管理責任者の選任状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）四捨五入の関係で合計値が 100 にならないものがある。 
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［表 2］ICT機器の活用状況（介護保険サービス系型別）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）単位：回答事業所数は「件」、他は「％」。 

 

 

 

［表 3］職種別にみた労働条件等の悩み、不安、不満等（令和 4年度、複数回答）（上位抜粋） 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ピンク色のセル：全体よりも 10 ポイント以上高。黄色のセル：全体よりも 10 ポイント以上低。 

 

出典：公益財団法人介護労働安定センター「令和 4年度 介護労働実態調査」結果の概要について 
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３．介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業とは 

 

雇用管理改善のための支援の強化 

ニッポン一億総活躍プラン（（平成 28年 6月 2日）閣議決定）ロードマップ（介護離職ゼロの実

現において、求められる介護サービスを提供するための多様な人材の確保、生産性の向上の具体的施策

として「介護職員が現場に定着し、安心して働き続けられるよう、雇用管理改善のための支援の強化を図

る。」ことが掲げられています。 

 

「魅力ある職場づくり」へ 

本事業においては、介護事業所の雇用管理改善に関する諸課題に対応すべく、地域ぐるみの雇用管

理改善を実施し、雇用管理制度導入の相談支援および制度提案などのコンサルティングによる雇用管理

改善に積極的に取り組む事業所を中心とした地域ネットワーク・コミュニティの構築を行います。最終的に

は、事業の対象となった事業所などによる経験交流会を開催することにより、介護業界全体で「魅力ある

職場づくり」への意識の底上げを図り、雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図ることとするもの

です。 

 

 

４．地域ネットワーク・コミュニティ構築・取組について 

 

「地域ネットワーク・コミュニティ」とは・・・ 

  地域ネットワーク・コミュニティとは、事業所の地理的な地域性を踏まえた連携、同種の介護サービスを

提供する企業の連携及び包括的に介護サービスを提供するための企業の連携等により構築されるもので

あり、構成事業所全体で各課題やニーズに応じた雇用管理改善に取り組む、または構成事業所の雇用

管理のノウハウを相互に活用した雇用管理改善に取り組むものです。 

 

個々の事業所の状況にあわせ寄り添ったサポート 

事業所により共通の悩みもあれば規模や考え方も異なるため、必要に応じて社会保険労務士や現場

の職場風土改善に精通した、国家資格・キャリアコンサルタント等の雇用管理改善の専門家と連携しなが

ら、個々の事業所の状況に合わせ寄り添ったサポートを実施いたしました。 

沖縄県では、16事業所が 3 つのネットワーク・コミュニティを構築し、各々のコミュニティに分かれ意見交

換や勉強会を行いました。コミュニティには雇用管理改善サポーター（以下「サポーター」）も同席し、サポ

ーターからの意見交換も行いました。 
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５．コミュニティ構成事業所一覧 

 

 施設種類 地区 

A 

訪問看護・共同生活援助 石垣市 

放課後等デイサービス 宜野湾市 

訪問看護 与那原町 

放課後等デイサービス 沖縄市 

訪問介護 那覇市 

     

B 

訪問介護 浦添市 

就労継続支援 A・B型 那覇市 

放課後等デイサービス 那覇市 

通所介護 那覇市 

訪問看護 南風原町 

     

C 

通所介護 糸満市 

訪問介護 沖縄市 

就労継続支援 A型 那覇市 

児童発達支援 豊見城市 

訪問介護 那覇市 

通所介護・有料老人ホーム 名護市 
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６．効果的な雇用管理改善取組 
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事例紹介① 

 

事例①―１画像 
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事例①―２画像 
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事例紹介② 

 

事例②―１画像 
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事例②―２画像 
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事例紹介③ 

 

事例③―１画像 
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事例③―２画像 
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７．コロナ禍後の介護ストレスとその対処 

北星学園大学 文学部 心理・応用コミュニケーション学科 

教授 田辺 毅彦 

 

2020年以降猛威を振るってきた日本国内の新型コロナウイルス（COVID19）の感染は 2023年

10月現在、小康状態にあるが、変異型ウイルスの感染が徐々に増加しており、感染予防対策は今後も

必要であり、感染拡大に伴う介護現場での心身ストレスについてもあらかじめ理解しておくことが重要であ

ると考えられる。 

新型コロナウイルスの感染が始まって以来、数多くの高齢者介護施設においては、これまでの感染症対

策以上の消毒、マスクの常用、人と人との距離の維持等が要求され、通常業務に加えて、心身共に、未

知のウイルス感染に対する不安からストレスが増加することとなった。また、感染者が利用者であれ、介護

職員であれ、感染者が出ることで、施設内の消毒や防護服利用などの感染予防装備が大量に必要にな

り、職員の感染や濃厚接触者の指定に基づく自宅待機などにより、人員不足と共に、更なる心身負担が

引き起こされる事態となった。介護現場では、利用者本位の個別介護が三密状態を引き起こすとして制

限されるようになり、本来、三密状態においてケアすることが、利用者の心身状態を安定させ、活性化させ

るとされてきたのに、逆にそれが問題視されるようになってしまった。そして、感染拡大防止の見地から、

日々のアクティビティや家族との面会が制限されることで、利用者の心身状態が悪化したり、認知症が進

行したりするリスクも増加した。このことが、利用者家族にとっても心理的なストレスをもたらし、介護施設ス

タッフにも影響を与えることとなった。 

さらに、介護現場で感染者が出ると、周辺住民や子どもの活動先等から、根拠のない偏見や差別を持

たれるリスクもあり、これらも職員の心身ストレスの増大に繋がった。したがって、新型コロナウイルス感染拡

大によって、これまで、数多くの現場職員の努力で地道に改良が加えられてきた利用者本位の介護（パ

ーソンセンタードケア）方法や技術が破壊されるリスクが高まったと言っても過言ではない。 

したがって、普段から、感染予防のための装備を備蓄したり、足りなくなった場合の供給先を確保したり

すること、感染が生じた場合の応援スタッフや、感染対処について相談できる行政や医療関係者との連携

もあらかじめ準備することが必要であると考えられる。 

さらに、介護スタッフの新型コロナウイルスへの感染、利用者の感染による死亡といった事態が起こると、

スタッフには重い心理的な負担がかかり、重篤な PTSD（心的外傷後ストレス障害）が発生するリスクも

あった。これは、災害時に、身近な人や家族を失ったことが自分の責任であると受け止め、フラシュバック、

不眠、うつ状態などを引き起こすこと（サバイバーズギルトと呼ばれる症状）で、自殺のリスクも高くなる。

PTSD自体は、災害や事故だけでなく、個人的な虐待やいじめ、病気などによって、誰にでも起こることを

知っておくべきで、周囲のスタッフからの心理的支援が欠かせないことも知っておいてほしい。 

このような心身ストレスは、新型コロナウイルスの感染によって引き起こされたのであるが、元々、介護現

場では、これまで長年にわたって、介護に関わる身体的な重労働や給与の低さなどが指摘されてきた。特

に、介護職員の給与が低いままで放置されているという状況は深刻で、新型コロナウイルス感染拡大の中
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で、エッセンシャルワーカーと呼ばれる日常生活の維持を担う業務に従事している人々の再評価に伴い、

国も給与の増額を検討するに至ったが、同世代の他業種の平均賃金に比べるとまだ十分とはいえず、長

期的な介護業界の人手不足の解消になるのか不透明な部分もある。結城(2019)は新型コロナウイルス

感染拡大以前より、介護現場の人手不足や離職率の高さを分析して、介護施設内での過重労働以外

にも、職場の人間関係問題、利用者への虐待、利用者からのセクハラ・パワハラ、管理職の指導力・養成

力の欠如などの要因を取り上げている。 

今回、人手不足や低賃金といった問題を既に抱えていた介護現場に新型コロナウイルス感染拡大が襲

いかかり、介護スタッフに多大な心身ストレスをもたらすことになった。我々は、これまでの経験を整理、認識

し、さまざまなレベルでのリスクを想定して、今後の業務を遂行していくべきであろう。それが、介護現場での

心身ストレスを緩和していくことにもつながると考えられる。 

 

・参考文献 

結城康博：介護職がいなくなる 岩波ブックレット.2019. 

 

 

 

 

 

８．介護報酬改定の動向 

北海道老人福祉施設協議会 

 会長 瀬戸 雅嗣 

 

 令和 6年（2024年）4月は介護報酬、診療報酬、障害福祉サービス費が同時に改定される「トリ

プル改定の年」である。それぞれ社会保障審議会介護給付費分科会、中央社会保険医療協議会、障

害福祉サービス費等報酬改定検討会が開かれ、改定の議論をしており、年末の来年度予算編成までに

結論を得ることになっている。 

 この稿を執筆している時点（2023年 10月初め）では、それぞれどのような改定が行われるか不明で

あり、ましてや改定率がどれくらいなのかは全く分からない状況ある。そこで今回は介護保険事業者に関係

深い社会保障審議会介護給付費分科会（以下給付費分科会）の現時点までの議論の項目と筆者

が所属する全国老人福祉施設協議会（全老施協）の改定への要望事項を中心に論を進める。 

 

介護給付費分科会での議論 

給付費分科会では今回の改定について、①地域包括ケアシステムの深化・推進②自立支援・重度化

防止を重視した質の高い介護サービスの推進③介護人材の確保と介護現場の生産性の向上④制度の

安定性・持続可能性の確保を議論の柱として、6月から 9月まで 7回にわたり、第 1 ラウンドと称してサ

ービスごとの現状と課題の整理と論点を示してきた。 
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例えば第 219回給付費分科会では、通所介護の現状と課題を 

● 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護における各サービスは、利用者に必要

な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の①社会的孤立感の解消及び②心

身の機能の維持並びに③利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減（レスパイトケア）を図る

ものである。 

● 報酬については、サービス提供時間、要介護度別、事業所規模「通常規模型」「大規模型Ⅰ」「大

規模型Ⅱ」に応じた基本報酬が設定されている。 

※認知症対応型通所介護については、小規模であること、認知症の利用者を対象にした専門的な

ケアを提供するサービスであることにより基本報酬を高く設定している。 

● 請求事業所数は、通所介護・地域密着型通所介護については、平成 28年度までは増加傾向に

あったが、その後はほぼ横ばいである。認知症対応型通所介護については、平成 27年度までは増

加傾向にあったが、その後は減少傾向にある。 

● 受給者数は、通所介護・地域密着型通所介護については、平成 31年度まで増加傾向にあり、そ

の後は横ばいである。認知症対応型通所介護については、平成 25年度までは増加傾向にあった

が、その後は減少傾向にある。 

● 費用額は、通所介護・地域密着型通所介護については、平成 31年度までは増加していたが、その

後は横ばいである。認知症対応型通所介護については、平成 24年度までは増加していたが、その

後は微増減を繰り返しながら横ばいで推移し、令和 2年度から微減している。 

● 要介護度別利用者数は、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護すべてにおい

て、要介護 1 の利用者が最も多く、次いで要介護 2 の利用者が多い。 

● 収支差率は、令和 3年度決算においては、通所介護が 1.0％（対令和 2年度比△2.8％）、

地域密着型通所介護が 3.4％(対令和 2年度比 0.6％)、認知症対応型通所介護が 4.4％

（対令和 2年度比△4.9％）であった。 

● 通所介護等では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和 2年度に「臨時的な取扱い

（第 12報）」（令和 2年 6月～令和 3年 3月）、令和 3年度に「3％加算・規模区分の特

例（令和 3年度介護報酬改定）」等を実施した。 

 と整理した上で主な論点として 

● 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護について、利用者に必要な日常生活

上の機能向上並びに自立支援につながる質の高いサービスを提供する観点などから、どのような方策

が考えられるか。 

と示し、当日さまざまな議論が交わされた。 

このような審議を通して介護報酬改定が進められるわけであるが、この時点では具体的に何に関して改

定していくかが分からないし、我々介護事業者が望んでいるのは、報酬を上げなければこの先に経営が成

り立たないということである。 



 

20 

 

全国老施協の要望事項 

そこで筆者が所属する全国老人福祉施設協議会（全老施協）が 8月 7日に厚労省に提出した要

望書を紹介しながら、改定の行方を探っていきたい。 

全国老施協が要望したのは 6項目であるが、特別養護老人ホームに特化した要望を除くと 4項目あ

る。 

1. インフレ経済下における報酬改定のあり方 

 介護保険制度は創設以来 4半世紀にわたってデフレ経済下であり、最近のような物価上昇や賃金上

昇といったインフレを経験していない。であるから消費税引き上げ等の制度的要因を除き 3年に一度の報

酬改定のインターバルで大きな問題はなかった。しかし岸田内閣の目指す「構造的賃上げの実現を通じた

賃金と物価の好循環」が始まれば、3年に一度の報酬改定ではその間に収入は増えず賃金格差が拡が

り、介護人材の異業種への流出に歯止めがかからないことが危惧される。よって報酬改定の中間年におい

ては、賃金上昇率や物価上昇の変動によって改定する「賃金スライド及び物価スライドの仕組み」の導入

を検討すべきである。 

2. 介護従事者の処遇改善 

 今年の最低賃金は過去最大の上げ幅となり、全国平均で 1,000円、北海道でも 960円となった

（注：沖縄は 896円）。しかし、介護分野では公定価格である介護報酬の収益が中心であることから

それに対応できる余力がない中で、すでに異業種への人材流出が見られるなど、介護人材の確保はいよ

いよ困難を極めている。そこで必要なのは、①介護職員の処遇改善加算ではなく基本報酬を増額するこ

とで広く事業全体にいきわたるようにすべき、②3 つになり複雑になり過ぎた介護職員処遇改善加算につ

いては一本化すべきである。その際は一本化した合計額を下回らないようにすべきである。 

3. 食費・居住費に関する基準費用額の見直し 

 厚労大臣が定める基準費用額は、令和 3年 8月に見直されているが、諸物価高騰と人件費上昇で

すでに賄いきれなくなっている。上記 1で述べたような物価や賃金上昇に対応できるスライド制の導入を検

討すべきである。 

4. 複雑化した介護サービス体系の簡素化 

 現行の介護サービス体系は複雑であり、多くの利用者は理解できないままサービスを受けているのが実際

である。また各種加算についても種類が多すぎかつ要件が細かすぎて、活用されにくいものも多くある。これ

らの見直しは必至である。 

 

改定の行方 

 政府は骨太の方針 2023で子育て関連政策の推進を明確にしている。その予算規模は 3.5兆円との

言われており、財源は明確にされていない。一部報道では医療介護など社会保障関連予算を削ってそち

らに回すとも言われている。年末の決着まで目が離せない。 
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９．おわりに 

おわりに（画像） 
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巻末資料 

■ 株式会社タスクール Plus 

https://plus.task-school.com/

◇国や県の委託事業 

・介護分野における人材確保のための雇用管理改善推

進事業 

（北海道・佐賀・沖縄） 

・訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推

進事業 

（岐阜・島根・山口・愛媛・沖縄） 

・令和 5年度医療労務管理支援事業 

（青森・岩手・茨城・埼玉・千葉・神奈川・石川・岐阜・広島・山

口・福岡・大分） 

・令和 5年度中小企業・小規模事業者等に対する働き

方改革推進支援事業 

（岩手・茨城・群馬・東京・神奈川・石川・長野・岐阜・静岡・愛

知・三重・鳥取・岡山・熊本） 

◇レンタルオフィスコワーキングスペース 

◇会社買取センター 

◇補助金申請支援 

◇セミナー実施 

◇IT開発及び派遣

 

■ 不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル～パートタイム・有期雇用労働法へ

の対応～（福祉業界編） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001010526.pdf 

 

■ 雇用管理責任者（リーフレット） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000853308.pdf 

 

■ 人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html 

 

■ 業務改善助成金 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/

roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html 

 

■ キャリアアップ助成金 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/

part_haken/jigyounushi/career.html 

 

■ 年収の壁・支援強化パッケージ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html 

 

■ 介護現場における（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染対策の手引き 第３版 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf 

 

■ 介護現場におけるハラスメント対策 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html  

https://plus.task-school.com/
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001010526.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000853308.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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裏表紙（画像） 


